
 

    弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録制度実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、一人ひとりが互いを尊重し合い心豊かに暮らせるまちの実現を目指し、性的

マイノリティに関する取組を行う企業等を登録する「弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録制

度」の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当

てられた性別と異なる者をいう。 

 (2) 企業等 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは主たる事業所若しくは事

務所を有し、かつ、常時雇用する労働者を有して事業活動を行うものをいう。ただし、次に掲げ

るものを除く。 

  ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

を行うもの 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動を行うも 

の 

  ウ 法令、条例等に違反しているもの 

  エ 行政指導により、一定の作為又は不作為を求められているもの 

  オ 暴力団及びその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制の下にあるもの 

  カ その他市長が適当でないと認めるもの 

 (3) ＬＧＢＴＱフレンドリー企業 性的マイノリティを理解し、及び支援したいという意思を持

つ企業等であって、理解の促進や配慮した取組を行っているものをいう。 

 （登録の要件） 

第３条 登録の対象となる企業等は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。 

 (1) 性的マイノリティを理解し、及び支援したいという意思があること。 

 (2) 企業等において別表に掲げる性的マイノリティに係る理解の促進や配慮した取組を１項目以

上行っていること。 

 （登録の方法） 

第４条 登録の申請をしようとする企業等（以下「申請企業」という。）は、弘前市ＬＧＢＴＱフレ

ンドリー企業登録申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に取組内容に関する説明資料を

添付して市長に申請するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を確認し、登録の要件を

満たしていると認められるときは、当該申請企業をＬＧＢＴＱフレンドリー企業として登録し、

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録証（様式第２号。以下「登録証」という。）を交付するも

のとする。 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を公表するものとする。 

（登録内容の確認等） 

第５条 市長は、前条第１項の申請に係る内容について、必要に応じて現地調査等により確認を行

うことができる。 

（変更の届出） 

第６条 登録を受けた企業等（以下「登録企業」という。）は、次に掲げるときは、遅滞なく、その

旨を弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業申請事項等変更届（様式第３号）により、市長に届け出



 

なければならない。 

 (1) 登録企業の名称、所在地、代表者の氏名その他申請書の記載事項に変更があったとき。 

 (2) 第３条各号の要件を満たさなくなったとき。 

（ロゴマーク） 

第７条 市長は、登録企業であることを広く周知するため、弘前市ＬＱＢＴＱフレンドリー企業登

録制度ロゴマーク（様式第４号。以下「ロゴマーク」という。）を定めるものとする。 

２ ロゴマークの使用は、無償とする。 

３ ロゴマークは、定められた形状、色彩等に従い使用しなければならない。ただし、市長の承認を

受けたものはこの限りでない。 

（登録の取消し） 

第８条 市長は、登録企業が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、弘前市ＬＧＢＴ

Ｑフレンドリー企業としての登録を取り消すことができる。 

 (1) 第２条第２号アからカまでに該当することが判明したとき。 

(2) 第３条各号の要件を満たさないことが判明したとき。 

(3) 申請書の内容に虚偽又は不正があることが判明したとき。 

(4) その他、市長が特に必要と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消ししたときは、当該企業等に対し、その旨を通知する

ものとする。 

３ 第１項の規定により登録を取り消された企業等は、直ちに登録証を市長に返還するとともに、

前条第１項に定めるロゴマークの使用を終了しなければならない。 

（登録企業の役割） 

第９条 登録企業は、登録に係る取組の維持及び充実に努めるものとする。 

（市の役割） 

第10条 市は、登録企業について、市の広報媒体による周知に努めるものとする。 

（補足） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年10月11日から施行する。 

 

別表（第３条第２号関係） 

項目 取組 

１ 研修・周知啓発などによる理解の増進 

２ 方針の策定・周知や推進体制づくり 

３ 相談体制の整備 

４ 採用・雇用管理における取組 

５ 福利厚生における取組 

６ 性的マイノリティの人が働きやすい職場環境の整備 

７ 職場内外における支援ネットワークづくり 

８ 顧客等職場外の人に対する取組 

９ その他の取組 

 



 

様式第１号（第４条第１項関係） 

令和  年  月  日 

 

弘前市長 様 

 

                          所在地 

企業等 名称 

代表者職・氏名    

        

 

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録申請書 

 

 

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録制度実施要綱第４条第１項の規定により、下記のとおり

申請します。 

なお、この申請は、本店又は本社である企業等が市内にある複数の支店等を代表して申請したも

のであり、他の支店等も併せて登録を希望するもの □ です。 

                        □ ではありません。 

 

 

記 

 

 

１ 企業概要 

 (1) 形態  □個人事業主  □ 本店又は本社等  □ 支店等     

 (2) 常時雇用する労働者数        人 

 (3) 業種及び主な事業内容  

 (4) ホームページアドレス 

 (5) 複数の支店等を代表し申請する場合、登録を希望する支店等名称及び所在地 

 

 

 

 

２ 確認事項  

要綱第２条第２号アからカに □ 該当しません。   

□ 該当します。 

 

３ 申請に係る担当者 

 (1) 所属及び氏名 

 (2) 電話番号 

(3) Ｅメール 

 

 

 



 

４ 取組内容 

  性的マイノリティを理解し、及び支援したいという意思を持ち、下記の取組を行っています。 

取組項目 具体的な取組内容 

□１ 研修・周知啓発などによる理解の増進  

 

 

□２ 方針の策定・周知や推進体制づくり  

 

 

□３ 相談体制の整備  

 

 

□４ 採用・雇用管理における取組  

 

 

□５ 福利厚生における取組  

 

 

□６ 性的マイノリティの人が働きやすい 

職場環境の整備 

 

 

 

□７ 職場内外における支援ネットワークづくり  

 

 

□８ 顧客等職場外の人に対する取組  

 

 

□９ その他の取組  

 

 

 

５ 添付書類 

４ 取組内容中、具体的な取組内容が確認できる書類 

   

 

備考 

１ □がある項目等については、該当するものを☑してください。 

２ 上記に掲げる添付書類以外の書類の提出を求めることがあります。 

 

 

 

担当及び提出先 弘前市企画部企画課 

電話 ２６－６３４９    

 



 

様式第２号（第４条第２項関係） 

 

 

 

 

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録証 

 

企業等の名称               

代表者職・氏名            殿 

 

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業登録制度実施 

要綱第４条第２項の規定により、弘前市ＬＧＢＴＱ 

フレンドリー企業として登録します。 

 

登録番号  第      号 

 

 

 

令和  年  月  日 

弘前市長 

 

  



 

様式第３号（第６条関係） 

令和  年  月  日 

弘前市長 様 

 

                          所在地 

登録企業 名称 

代表者職・氏名         

 

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業申請事項等変更届 

 

弘前市ＬＧＢＴＱフレンドリー企業の登録に係る事項について変更があったので、弘前市ＬＧＢ

ＴＱフレンドリー企業登録制度実施要綱第６条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 登録内容 

 (1) 登録番号 

 (2) 登録年月日 

 

２ 変更内容 

変更事項 変更後 

□ 登録企業の名称  

□ 登録企業の所在地  

□ 
登録企業の 

代表者職・氏名 
 

□ 取組内容等  

□ その他  

□ 性的マイノリティに係る理解の促進や配慮した取組を実施しなくなったもの 

 

備考 

  １ □がある項目等については、該当するものを☑してください。 

２ 取組内容等に変更があったときは、その内容が確認できる書類を添付してください。 

 

 

担当及び提出先 弘前市企画部企画課 

電話 ２６－６３４９ 

 



 

様式第４号（第７条第１項関係） 

 

 

 


